
※１ 武漢市からチャーター便で帰国した児童生徒等については，２週間の経過観察を経るため，適用しない。
※２ センターが設置されるまでの間は最寄りの保健所。（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/）

中国（香港、マカオを含む）から帰国した児童生徒等への対応について※１（2/13時点）

帰国日から２週間以内に発熱（37.5度以上）かつ呼吸器症状があるか

○他の人との接触を避け、マスクを着用し、す
みやかに本人又は保護者から最寄りの「帰国
者・接触者相談センター」※２に電話相談し
ていただく。

○センターから紹介された医療機関の受診結果
を本人又は保護者から聴取の上、必要に応じ
、学校保健安全法に基づく出席停止の措置を
とる。

経過観察終了

帰国日から２週間以
内に症状が出た場合

症状がない場合

湖北省若しくは浙江省から帰国又は湖北省若しくは浙江省在住
の方と接触があった児童生徒等

帰国後２週間は、本人又は保護者との連絡を密
にし、外出を控え、自宅で滞在していただくよ
う要請するなど、厳重な健康観察等を行う。

症状が出ずに
帰国の日から２週間
経過した場合

症状がある場合

帰国日から２週間以内に発熱（37.5度以上）かつ呼吸器症状があるか

○他の人との接触を避け、マスクを着用するな
どし、すみやかに近くの医療機関を受診して
いただく。

○受診結果を本人又は保護者から聴取の上、必
要に応じ、学校保健安全法に基づく出席停止
の措置をとる。

経過観察終了

帰国日から２週間以
内に症状が出た場合

症状がない場合

湖北省及び浙江省を除く中国（香港、マカオを含む）から帰国し
湖北省及び浙江省在住の方と接触がない児童生徒等

帰国後２週間は、本人又は保護者との連絡を
密にし、厳重な健康観察等を行う。

症状が出ずに
帰国の日から２週間
経過した場合

症状がある場合

別紙２


